
第 2号・様式(1)― (⊃

(単体発注・事後審査型 )

那覇港管理組合一般競争入札公告第 8号

地方自治法 (昭和E2年法律第67号‐〕第234:条 第 1項の規定により、 ^般競争入札 (以下「入札Jと いう。)

を次のとおり実施するこ

令和7年 3月 6口

1 人本とに付する事項

那郵港管理漁h合管理者 五城

(1) 業 務 _宝
l 那覇港現場技術業務萎託 (R7-1)

(2) 機 行 場 所 労る期港全域

(3) 業 務 内 容 郭朝港におとするHi事の現場技術業務委託

(1) 穫 行 期 間 契約締結日の翌日から令和7年 9月 30日 まで

(5) 設 計 金 額 14,300,000円 (税火メ、)

(6) 資 格 審 査 方 法 事後審査型 ※本業務は、競争参熟資格の審容を入札執行後に行 うっ

(7) 最 低 制 限 価 格

本入札案件は、最低制限価格が設定されているため、最低制限価格米務の入札者燃

落札者となることができない。
※,どll覇港管理組合が発注する建設工事等に係る最低剖眼イ趣i格取扱要領

(https://nahalっ ort.こ p/心 usこ ness/coitract/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 単 価
令和7年 3月 設計業務
奏託等技術者単価

※本業務の予定価格は芹記 :二示す設計業務委託等技術者単福

を適用して積算しており、人本し参加称は同半極を適用して見

積 りを行い入札すること.

(9)

デ孝‐

法

の 他 適 用 の あ る

1' 制  度

(※本案件は、右表の う

ち、○印を付 した制度等の

適用がある。)

議会議決

木業務は、議会の議共に対～ナベき契約及び財産の取得又は処分
に関する条抄1弟 2条の規定に基づき、議会の同意の議浸を要す

るため、落札決定後厳仮契約を締締 とン、議会の同意の議決を経
て通知したときに本契約となる。

準備手続き
(予算成立訥)

本手続きは、次年度当初 (補正)帝算成立を前提とし准年度開

始 (予算政立)前からの準備手続きであり、予算成立後に射カ

を生じる事業である。従つて、議会において当初 (補正)予算

案が否決された場合は、契約を締結 しない。また、次年度当初

(補正)予算成立後においても、国庫文出金に係る交付申議等
の手続きの関係 ri、 入札を延却〕する場合がある.

準備手続き

(交付決定言1)

本手続き1ま 、憂車支出金に係る予算使用を前提とした事前準備

手続きであり、交付決定後に効力を生 tう る事業であるり従つ

て、交付申請等の手続きの関係 と、入札を延期十る場合があ

るご

⑬
準備手続き

(繰越承認前)

本手続きは、議会における繰越承認を前掟とした事前準備手続

きであり、議会承認後に効プJを生じる事業であると従つて、議

会において本業務に係る予算の繰越承認が不決さ漁,た場合は、

入札を廷期又lま 中Iにすることがある。また、予算の繰越承認後

においても、削慮1文盤金に係る繰越 (翌債)手続きア)関係上、
入ltを廷勢]する場合が左)る c

債務負揮村為業務
本業務は、償務負担行為:こ係る契約の特則の適用を受ける業務
である。
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2 入札参加資驀

次に定める要件をすべて満た している有資格業章であることっ

業
務
実
績

(と ) 業 種 区 分 圭木関係 コンサルタン ト

那窺港管理縦合の淑1量 う建設コンす
'レ
タント等業登録業

者ネ練 |こおいて、左記の4録を有するものc

(2)

浜ll量・建設コン士ブレタント

等入札参加資格希簿登録年
庵

令和6,7年度

(3) 登 録 業 種
港湾及び空港   かア

)

施工言}Ш加工設備及び積算

(4) 地方自治法施行令第167条のこの規定に該当しない者であることc

(5) 入′l_ヨ から当該委託の琳ホL決定ヨまでの間tこ おいて、郎覇港管理社合の指峯停止措世を受けていないこと|ゥ

(6)
会社更生法に基づき更生手続 き開始の串立てがなされている者又は民亭再生法に基づき再生手続き開始の申立

てが独さ章1,ている者 (手続き開始の決定後、人札参力瀾食格の再認定を受 ||ている者を除くし)ではないこと,

(7)
警察導用から、蝶力固景が実質的に経営を支紀する建設業者又はニオ1夕 に準ずるものとして、那覇港管理組合養

注工事等からの排除要諦があり、当該状淀が継続している精でないことも

(3)

入札 :こ参力aし ようとする者の関に以下 l′

″)基準のいずれかに該当する関係がないことぃ

なお、以 ドの関係がある場合に、詳選する者を決めるた夏)に 当事で間で連絡を敢ることは、秘h覇港管理組合鋭等

契約入札心掛第 3条第寇項の規定に抵触するものではない。

ア 資本報係

次のいずれかに該当する二者の場合.

(aJ子会社等 (会社法 (平成長7年法律第36号)第 2条第 3号^の 2に規定する子会社等をいう6以 ド同じG)
と親会社等 (固条第 4号の芝に規定する親会社等をいう。以下翼じ。)の 関係にある場合

(b)魂会社等を扇じくする子会社等同士の関係工ある場合

イ 人釣関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、 (3)とこついては、会社等 (会社法施行規則 (平成13年法務

省今第12を )第 2条第 3項第 2号 に規定する会社等をいうし以 ド同じっ)の ^方が民事再生法 (平成 1ヽ年

法律第225号)第 2条第 4号 iこ規定する再生手続が存続中1′′″う会社等叉|ま更生会社 (会社更生法 (平成14年

法律第 154号^)第 2条第 7項に規定する軍生会社をいうG)である場合を除く6

(a)一方の会社等の役員 (会社法施行規民じ第 2条葬 31頁壽 3号に規定する殺員のうち、次,こ 掲げる者を
いうc以下同じち)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

1)株式会社の収締役cただと_′ 、次とこ掲げる者を除くc

O会社法第2条第ととおt′)2に規定する雛齋等委員会設輩会社とこおける監査等姿員である駁締役

の会社法第 2条第12号に規定する指′/1委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条弟15号^に規定する社外取締投

G会社法第348条第 1項に規定する定款に男|1段 の定めカミぁる場合により業務を執行 しないことと

さ孝1,ている取締役

2)会社法第40之条に規定する指ノ
ィ¬委員会等設置会社のり晰〒役

3)会社法第575条弟 と項に規定する持介会社 (件名会社、合資会社又 tま 合同会社をい う。)の社員

(J法第590条第 二項に規定する定款に男|1段 の定めがある場合により業務を執行 しないこととさをし

てしヽる社員を除く。)

4)組合のデ“里事

5)そ の他業務を執行する著であつて、 1)か ら4)ま でに1為 tずる者に準ずる著

(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法嘉64条第2項又は会社更生法壽軒条第 1項の規定に

より選任された笛'財 人 (以 下事に管財人というっ)を凱に栄オaている場合

(c)と方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財入を魂:こ 蒸ねている場合

ウ その他の′入札の道正さが躍害さ濠テると認めう孝1す る場合         |
組合 (共日企業体を含む゛)と その硝取員が同一の入礼とこ参加 している場合その他上

~Eア
叉はイと口視

tフ うる資本関係又は人釣r,_l係 があると認められる場合さ

(9) 地 域 要 件
郎薪市、浦添 lf、 糸油鵡イ、豊見城荘f、 市城帯f、 前風原町

‐
、ゴ(重姫町、与】b原町、生野湾

市、西煉 lll丁 内に本店があることc

対  象  期  間
自  1ヽ上成ョ6年4月 上日 左記の刃]問 内に下

~己
の対象業務を請負い、完成'引 渡とが

完 rt″た業務実績を有すること。至  令下H7年3月 21日

対  象  姿
。県・市HT村 。 需治体で構成 された輝台等が発注 した士本一式工事の現場技術栗国

務

(10〕
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(11)

霞
置
予
定
技
術
者

備 考

次に掲げる嬰件を満たす管逃技村者及び担当技術者を当該業務に配置することが でき

ること。

(ア )下記に揚げるいずれかの資格を有することぃ
ё技術士 (総合技術ヒ翠剖

`μ

将;建設書
`粥

科日)又は (建設喜iF辱 )

②一級土木施工管理技上

ORCCM又はRCCMとf同 等の能力を有する者 (技術士部門とf同様の建設部門に眼る)

③発注者が
'i記

①～③と同等で麦〉ると認めた者

(イ )(10,こ こ揚げる業務実績を1件以上有していること

(12) 取 抜 け 案 件

以下の業務を落札とた者ii(本業務の落札者となみ
=な

fす できない七
,該当なし

墓 設計理書等の配布、質F「再及び同容

4 費格確認 準講壽等の提出

設 計 図 書 等 の 配 布

期 問 白 令不「7年 3月 6爛 (本 , 五 令稗7年 3月 21日 (金 )

配  布  方  法 那朝港管理幸H合ホームrく _ジにて配布する。 (1lttps://■ょhaporと jp/)

配 布 場 すf・
問 い 合 せ 先

市通上町 2番 1号  割磐昇暴旱舜

嘉
`窮

港管却組今 総務部 総務課 財畜班

電話 098-を 68-2385

質 問 ・ 回 答 期 間 等

(1)入 札 `契 約手

続 (こ 関 する こ と

弗h親 市通堂町 2番 1サ  3踏
郭覇港香選組合 総務部 総務課 財務班

翼ヨ言舌  093-363-2535     1↑ AX  098-363-2629

(之 )11記 (1'以 外

に 関 す る こ と

那車市通堂町 2香 1号  2階
ぷ等港管理組合 企画藍設都 計画藍設諜

目三言語  0()8-868-t1386

提 出 報 間
麹 令イ輝7年 3月 6露  (本)  ‐‐  至 令和7年 3月 17口 (月 )

とl記理問の上 瀾及び侃 日を除く毎 日、 9寺から耳時まで.

提 出 場
'デ

上記 (1)軽 同 じ。

提 出 方 法 電送 (FAX又 はメール (soと阻 れ了しsatsu眈鷺har)。 it,ilう

'叉
tま持参

回 答 方 法
那窮碁管理祉合ホームベージ (https:〃 ntha,cF t,jpハ 及び上記 (1)に

おいて、以下の期円、閲覧に供する。

回 答 報 間
回答 露角ヽふ  令和7年 3月 24臣  観 )  まで

l上記理闘の土 旧及び祝 靱を除く毎 口、 9時から17寺までc

資 格 確 認 lll諦 書

本競争(/う 参加希:望者は、次の書類を理眼内に提出することc

なお、期限までに提出がない場合、本競争に参力Hすることができない。

提 出 書 授
0-般競争入札参力旧資格確認中諸書 (第 3号様式)

②返信用対緒,(入札結果通鼻J州 (韓 O円 切手唯付))

提 出 期 間
3月 6日 (本 )詞  者予不鸞7 至 令不「7年 3月 21‖ (仝 )

上記妻繭の十 日及び祝 日を除くと 翔、 9時から16時まで。

提 出 場 所

郡覇市通堂‖
1・ 2番 玉号 3踏

那零巷管翼組合 稔務引
` 

総務諜 財務班

電話 ё98-86経 2585

提 出 方 法 持参又は郵送 (殻審留もしくは衛易書留)

提  出 都 数 1辛悟
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入  札  報  日 等

入  本と 方  法

本業務は、紙入札により実施するど
入

=と

書等は、あらかじめ捕定する障に配進されるように (「配遊 日精

定郵便」)、 「 ^般書留聾又 tま 「簡易書留Jのいずれ′かの方法により引
`送することc持参や著遷郵使等で提出された1易今、無勤とするc

提 出 書 類
①入札壽

0業務費″ヽl訳壽
配 達 指 定 日

( 入 羊と 日 )
今和7年 3賞 24爾  (月 )

宛 :先

〒90(10035  那覇市通生町 2香 1号

郡覇港舌巡組合 総務部 総務課 財務班

電話番号 09争 86争全58る

人 札 書 に 記 載
す  る 金  額

落札決定にあたつては、人札喜起記載された金額に当該金額の100分の

生Cに相当する額を力日算した金筆 (当該4鎮に1円未満の端数が茂)る とき

|ま 、その端数金額を切り捨てた金額Jを |ヽつ て落札佃f格 とするので、入

札者 !ま 、消費税及び地方消費縦煙係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかと群わず、兄積 t)・)た契約希望金額の■0分の100に相当する金顎
を入札書に記載すること争

入 本しに 関
‐

'‐

る

注  意  事  項

ア 入札書のくじ¢数芋 (任意の数Ⅲ13桁)は、同額 くじ抽選が発生 し

た場合に使用するため、必ず記入することの
イ 配逹指定 日以外の同t二届いた入札普及び業務内訳普 |ま 、受型 t.フ な

をヽ .、

ウ 入をと書の 日付は、浮]札 輝を記入すること.

業 務 費 内 訳 善
の  提  出

ア 弟 1画 ヨの人札に際 とン、人札幕に記載 さ漁′る入札金額に対応 とンた業務

費内訳書 (様式 白lil)を 提‖→することc

イ 業務費内訳書とこは、作成年月 日、項 コ、員数、半値及び金額をり〕う

かにし、商号叉 |ま名称並びに住西を記載すること.

ウ 業務費内訳書に:ま 、代表者向Jを 神瑠〕することc

工 管理者 (こ れ らのせの補助者を含む。)′攻、提出された業務費ガ1訳

書について説りとを求めることがある。

入 本と の 無 功
木公告に示 とッた競争参幻‖資格のない者のとンた人札、資格確認囃1講幕等にヒ偽の記載を t/た

者◇ tマ た́入札及び入本ととこ関する条件に違反 tィ た入札とす、無効とする。

入 札  の 辞  退  等

資格確認申請書¢提出後、独;合により入札を辞退する場合は、聞札 口時ま
す
ぐに入札辞退屋

を提出することc

また、暮札決定までの間に他の業務を落札 したことこ二より配置予定技術者を本業務に魁置

することができなくなったときは、血ちに緑告することfど 当該報告がなく、本人札の手続き

が落
=と

☆定まで企つた場合、指名停 耐i措置要領ことゑづ く指峯停 上を行 うことがある.

T) 他

ア 幕札侯補者がいない場合tt開札後鷲ちに再度 入札を打 うので、再度入札に Ⅲヽ参力打する

場合は、開札時点から立ち会 うことc初度の開札寺とこ立ち会わない参加者イオ再度入

札を辞迷 したものとみなし、再度人札への参力‖を謡めないじ

イ 代選人が入札する場合:ま 、入
=と

を行 う鰈に委任状及び農己π〕尊鑑を村参すること。

ウ 姿任状に |ま 、業務堪を記入すること。
工 再笈入札参加者叉!攻キ度入札参力口者の代理入は、当該入札に対

~|~る
rと の再度入札参

力用者の代理をすることはでき技い。
オ 再度入札 |ま 、 l LIのみとする。

姦 入礼手続 き等

開   札   11 輯 令和7年 3月 25臣  (火) iO:OO 芽入本と書の 口付

那覇港管理組合 2陪大会議室

熙入札者は、開札に立ち会 うことができる (再′入札に参力にする男合は、萌札時点から

立ち会 うこと)c
開   札   場 所

|

6  浮翻1ヽと
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7 資格確認資料の提出と競争参加資格の審査

溶 札 候 補 者 の 選 定
l史 び 事 後 審 査 の 実 施

号]札後、洛札者の決定を保留 し、予定イllli格 の範露内で布勤な最低の価格をもつて入札を

行つた者 (以 下「落札候補者ことい う。)ん基とll要 に競争参力講登格の審査を行 う。落札候れと若

tま ミ坤]限までに資帯確認申請書等を提出しない場合、競争参理資格がないも¢とする.

なお、落札侯補者 |ま 上位から頌に 3著 (上位のを と劇額の言が複数いる場合|ま この眼 りで

1ま ないc)を決定 と_´ 資格確認資料を求めるが、適格考が確認できた埼点で、次順位以降の者

の競争参翔責格の審4は行わないものとするさ

表透    知    日 今千H7年3月 £5日 (共)17iOO 表で (千定)に対象業者あて通矢Hするも

提 出 期 限 今和7年 3月 27四 〔本)15100 まで

提  出  書 類

①配世千定技術考の資格等 (様式 1)

② 業務実績 (株式2)

0資格確謡申講書 (第 3移様式〕の膏lレホ確認め/番
]～項目に記載tン た必要書顎

提  出 部  教 1部

提 聾 方 法 辣則、村参

提   出   先

〒9()0-9035  ガト朝市通士「▼
‐
区香 1サ

那覇港管理冊含 総務部 総務課 財務班

電話器 岩・ 09336群 2535

凝 争 参 加 資 格 の 確 壽

競争参力綽合格の確認は、開札後、中議書等の提出薪戦の 日を t〉 つて行 うものと:し 、その結

果蠍以下分 博までに書面により通貨「する.

今和7年 3月 全8日 (全)(千定)

なお、暮札侯を
lll音 について洸争参議安格が確認さ漁,適格若であることが確認で本た場合

は、落札者決定通知をもつて資格確認結果の通知に代たるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審4の結果、落札侯補者が競争参力障合格を満た 1ン ていると確認した場合は、当該落▲L

侯補者を落|と者とする。また、その結果tま 、全入札参力無者に通貨「する.

競争参加資格がないと認め

られた者がその建 |れ に対 し́

て イく服 が あ る 場 合

競争参勾H資格がないと認めらオ1′ た新は、管理者に斉lt/て競争参ちに資格がないと認めらオ1′ た

理由に■)いて説明を求めることができる。

管理者は説け1を求め t,れ夕たときは、管構を中し立て効限の翌 日から起算 して 5瞬 以内 (休

瀾を除く)に説明を求めた者に対 し、普面によりШ答するゥ

提  出  期  限
競争参韓資格確認結果の遠無を行つた日の

'日
から起算 tッ て5日 以ド1

(休 郷を除く)と ―
する、

提   出  先 万ヽ覇港筆
チ理組合 総務出; 稔畜謀 財務荻

提 出 方 法
書瞼i(様式由当)を持参することc郵送又は七送 (メ ールやFAX)ヤこよ

るもの球受け付けないc

本 ′入 札  に 係

資 料  の 取 扱

る

と`

ア 資格確認 中諦書等の作成及び提出に係る費用は、提盤者の負担 とする。

イ 契約ォ雲当者は、提出された資格確認申詩書等について、競争参加資格の確認以外に

提出者に無断で伎産 とンない。

ウ 提 |→ された資格確認申錯書等は、返却 t_′ ない。
工 発出期眼内に磯 り、合格確認申請書等の修正、た し替え、道カド、言提出を認める。

オ 餐出期限を過ぎた場合、資格確認申請書等は受け小!けないっ
力 安格確認申詩書等の受翼後、書類内容を審査 とン、書類の言じ載漏津R′や添付鴻浄′等が

あつた場合は競■参雄資勢無 t,′ とこなり、落本と者 となること,ま できない。

キ 蛮棒確謡 中議書等に虚偽の記報をした場合、指名停止措‖要領ここ基づく指名停止

をイ子多ことみミある,
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3 入札保証金及び契約保証金

で,_み

入 札 保 証 金

入札保証企の金額等は、現金又|=骨丁[ll章 が確実と認める有価証券等をもつて見秩る契約企

額の100分の5以 上を納付するものとする。ただ t´′、次のい
~'ミ

れかに該斗4す る場合 |ま 、入札保

証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に組合を被保 1父者 とする入札保証休 1食契約を締結 したときり

イ 田 (独立行政法人含なっ)叉 tま地方公共団体とその種類及び規模をほ:ギ 同じくする契

約を締結 した実績を有 し、これ らの うち過去 2箇年の闘 :こ壌行期限のFを 来 こマ′た二以 たの

契約を全て試実に履行 した4.
なお、次の者は人札に関する条件に逢反 したものとと/て、始の人札を無鋤とする.

(1)彗 Hヽまで,こ 入札保証金の納付、若 と/く は納付 |こ代孝,る 上記ア、イのいずれ′かに係る

書類の提十1の ない者

(2)入札栄証金の金額等が上記の条件に満たない場0
(3)入

=と

保れと全等¢納付等に係る書類に不備があつた場合

寸iた、 ^麦撻肱|さ れ,た 人札保証金の神付等の変更tま できない(ぅ のとする。

芽 人札保証金を免除した落本と者が契約を結ばない場合(損害賠償金と1ブ て、入札金額に

消費税及び地方消費税を丼えた額の10()分の5を那覇港管理組合に納対と/な :す れtヾならな
と` c

※イ t二 より入札拝証金の免除を受ける場合は、様式 「地方公共団体等契約状況確認」を

提出浮
~る

こと!

提   出   期   限 令和7年 3月 21日  t金)17100 攻 ё

提 出 先

〒900-0035  引
`朝

‖fttt町 2番 1導 ^

那覇港管理経合 総務部 総務課 財務班

電話器を 0938632585

人 札 保 証 金

(現 金 納 付 )

提 出 方 法

ラ
′ 干入札保証金納付書発行往績音」を持参すること

※要事前連絡

イ 群合が粍イ
:子

する納入通綸普により金勲機関で保証金を

率ユ1付 し、披取書 (写)を上記期限表で tこ 佐止|するこ
と

ム札保証保険証券・人

札県証書・地方公共団

体姜契辛,状況確認資】J予

提 出 方 法
持参文は瑠

`送

(薄と遊が確認 できる方法ここて送付するこ

と)

保 険 期 間

保 証 刺 問
脚本と日か らEか賞 とするぅ

有 価 証 券 等
受入日時 F受 入方法等の調整があるので、事前に上記担当謀まで連絡

‐
することc

契 約 保 証 金 免会 (ガト覇港管理組合契織規曼モ弟 4条第 1項弟 9零‐

'こ

よる】

落札決定後、テクリス等によ歩配世予定技術者の=~等濯:に 欝すろ連反の事実等が確認された

合、妥約を紺ぼないこながある.

なお、病気 。
,と亡 。巡職等の場合でやみを持ないとと/て承認さぷ,た場合の外 |ま 、資格確認

つ請書等の差瞥たは認めらオ1,な い。

病気等の特毘||な 理当によりやなを得ず配世千定技術者を変更する場合は、 2:こ槌げる基準

を満た し、かつ 1当 初砂難置予定技御f者 とl口 l等以 tiの 者を百こ置 しな :す ればならない9

の

世 予 定 技 術

確

適用な ↓

通躍麦)り

浜邦零港管理報合契約規員モ弟41条の規定耳数の範囲l′ lヽ

専門 金 払

支   払   条

部   分   払

本業務に係る契約は、落札者の終た後、 7日 以内に締結する。ただ し、管埋者が待に捕示

とンたとを1ま この醍 りではない。
契 約 締 結 時

本業務の契約締結後、本業務の業務萎託料を変更脇講する場合及び本業務と関連する業務

を本業務受注者と随意契約する場合、変更脇識叉は関連する業務の予定極格の算定は、本業

務の詰負比率 (当初契約額■当初設計額)を変更業務価格 または関連業務の設言1額に乗 じた負 代 金 等 の 変

でイ〒う。

入本と参理者は、那駆港管理糸H合競争入札心得、土ホ設計業務等萎託契約普及び仕様書を熱

し、これを蓮守すること。の 遵 守 事

札 参 加 者 等
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